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リフォームをお考えの方

ぜひお越し下さい

安全・安心
木造住宅耐震リフォームの

庸演会と相談会

◇水まわりのリフォームを考えている

◇屋根の葺き替えを考えている

◇外壁塗装を考えている

◇住宅エコポイント(最大30万円)を知りたい

◇建替えかリフォームか悩んでいる

◇地震がきたら家が大丈夫か心配 など
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2019年 6月9日 (日 )

生駒市 コミュニティセンダー

402・ 403号室 会言義室

お電話またはFA測こてお申込み下さい
特定非営利渤法人『人・家0街 安全支援機構』略称〈LSO)

・衛 安全支援機構』

I的な耐震診断・補強方法と
の秘訣と実例紹介」
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午後 2時55分～午後 3日寺55分
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●耐震の必要性を感じました。

●住宅の耐震化に必要な基礎矢□識が得られた。

●補助金制度について矢□らなかった事が少し理解できてよかつたです。

●請演内容がわかりやすかつた。参加して有益でした。

●今後リフォームを検討しているので耐震を含めて考えたいと思います。

おもに昭和56年 5月 31日以前に建てられた木造住宅が補助対象です

田耐震診断の補助として、最大2万円までの補助金が受けられます。

田耐震改修工事の補助も行つており、最大50万円までの
補l勁l金が受けられます。

田住宅省エネルギー改修工事の補助も行つており、
最大50万円までの補助金力受けられます。

※窓の改修工事または窓の改修工事と併せて行う床、天丼、壁の断熱工事

田 最大50万円の除却工事の補助金が受けられます。

阪神淡路大震災・熊本地震では、昭和56年以降の比較的新しい木造住宅の一部においても倒壊等が発生していま
す。そのため、特に建築基準法の構造規定が改正された平成 12年 6月以前の木造住宅についても、しっかりとメンテ
ナンスを実施し、性能を維持していくことが大切です。

昭和56年 6月～平成12年6月 に建てられた木造住宅も補助対象になる可能性がありますので、市役所にお問い合わ
せ下さい。

[申込方法]◎お電言舌またはFAXでお申し込み下さい。

眸軽迅趾 JIA。家・街安全支援機
榎蓮I騨1要8F:二霞≧概※この個人情報はLSOから、市民フォーラムおよび地震対策情報をご連絡する場

フォーラムに参カロされた方の声

耐震診断にかかる費用の2/3の額が補助されます

耐震改修工事にかかる費用の1/3の額が補助されます

住宅省エネルギー改修工事にかかる費用の1/3の額が補助されます

耐震診断を行い、耐震性の不足(評点0.7未満)を確認した木造住宅が補助対象です

昭和56年6月以降に建てられた本造住宅について

第12回生駒市民フォーラム参力田申込書 (FAX用 )
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